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Ａ ❶ － ◎ △ － － － － － － － － － － △

Ｂ ❶ － ◎ △

Ｃ ❶ － ◎ － － － － － － － － － － －

Ｄ ❶ ◎ ◎ － － － － － － － － － － －

Ｅ ❶ － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ － △

Ｆ ❶ － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ － △

Ｇ ❶ ◎ － － － ◎ － ◎ ◎ － △

Ｈ ❶ ◎ － － － ▲ － ◎ － △

Ｉ ❶ ◎ － － － ◎ － ◎ ◎ － △

Ｊ ❶ ◎ － － － ◎ － － ◎ － △

Ｋ ❶ ◎ － ◎ － ◎ － － ◎ － △

Ｌ ❶ ◎ ◎ ◎ － ▲ － ◎ － － △

Ｍ ❶ ◎ － － ◎ ◎ － － ◎ － △

Ｎ ❷ ◎ － △

Ｏ ❷ ◎ △

Ｐ ❷ ◎ △

Ｑ ❷ ◎ － △

Ｒ ❷ ◎ － △

Ｓ ❷ ◎ － △

※1　

※2　

※3　

※4　

㊟ について

　＜【組合員等番号変更】に係る取扱い＞

　　◆マイナ保険証を有している方には、「資格情報のお知らせ」を送付します。旧番号のお知らせをお持ちの方は、ご自身で廃棄してください。

　　◆マイナ保険証を有していない方には、「資格確認書」を送付します。届きましたら、旧資格確認書を所属所で取りまとめの上、支部へ返却してください。

異動後（採用時）の所属所

【提出方法】
　　１．各組合員毎にこの「確認票」を作成する　　　　４．必要書類を提出番号順に整理する
　　　（該当者記入及び区分にチェックをする）　　　　５．この用紙を表紙にして、提出書類を左上留めをする
　　２．以下Ａ～Ｓの区分に応じた書類を提出させる　　６．最後に、➊又は❷の「組合員異動報告書」に記載する
　　３．提出書類の確認をする　　　　　　　　　　　　７．全ての書類を整えて支部へ提出する

　※書類に不備のある場合は、資格の登録ができずに
    健康保険の手続ができませんので、ご注意ください。

必要書類

－

【組合員等番号変更】

【組合員等番号変更】

－

小・中学校➡県立等 / 県立等➡県立等

　組合員等番号が変更となります。資格確認書をお持ちの方は、新しい資格確認書が届いてから➊又は❷の「組合員異動報告書」に添付し、新所属所から返却してください。

　転出先共済組合から当共済組合が交付していた資格確認書等の写しを求められる場合がありますので、当共済組合へ返却する前にコピーをご準備ください。又は、「資格喪失
証明書（被扶養者の記載されたもの）」でも手続可能ですので、青森支部へ請求してください。転出に伴う「資格喪失証明書」を発行します。それを転出先へ提出して御手続く
ださい。なお、転出時に一般組合員から短期組合員となる方も同様に「資格喪失証明書」が必要ですので支部へ御請求願います。

　転入及び資格取得に伴い被扶養者を認定する場合には、被扶養者認定申告書に、転出先の「資格喪失証明書（被扶養者が記載されているもの）」を添付してください。

５．臨時講師、非常勤職員等の所属所間の異動(正職員以外)（Ｐ・Ｑの該当欄にチェック）

小・中学校➡小・中学校 / 県立等➡小・中学校 / 県立等➡県立等

小・中学校➡小・中学校 / 県立等➡小・中学校

１．退職及び任期満了（再任用終了含む）（Ａ・Ｂの該当欄にチェック）
退職及び任期満了（任意継続組合員となる者、スクサポ(短)も含む)

死亡（埋葬料等給付手続のため、御連絡願います。）

２．転出・転入者（Ｃ～Ｆの該当欄にチェック）
転出：他支部(他県の公立学校共済組合)へ

転出：他共済(地方職員、市町村職員等)へ

－一般組合員から短期組合員　例：任期付職員→臨時講師

産休代替の者で、２カ月を超える勤務を見込む者

資
格
確
認
書
の
提
出

被
扶
養
者
分
資
格
確
認
書
の
返
却

組
合
員
異
動
報
告
書

(

所
属
所
が
作
成

)

辞
令
等
の
写
し

(

県
立
等
は
「

雇
用
登
録
画
面
」

の
ハ
ー

ド
コ
ピ
ー

可

)
任
用
継
続
見
込
み
報
告
書

組
合
員
資
格
取
得
届

(

兼
互
助
会
加
入
申
込

)

書

組
合
員
転
入
届
書

年
金
加
入
期
間
等
報
告
書

預
金
通
帳
の
写
し

勤
務
実
績
証
明
書

３．採用者（Ｇ～Ｍの該当欄にチェック）

臨時講師等から引き続き本採用（正職員として採用）

任期付職員として新たに採用

転入：他支部から

転入：他共済から

正職員として採用（再任用「短時間」から再任用「フルタイム」を含む）

組合員提出書類確認票（個人毎）
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表中の記載について

❶：事務担当が該当組合員の資格の得喪
　　について所属所分をとりまとめて記
　　入する
❷：事務担当が該当臨時講師等の所属所
　　分をとりまとめて記入する
◎：必須書類
△：該当者のみ
▲：互助会加入希望者のみ

　表中にこの記載がある場合、該当する組合員が４月に異動があったかどうかを記入してください。その上で「❷組合員異動報告書」への記入もお願いします。

短期組合員から一般組合員　例：臨時講師→任期付職員

　該当者が、小中学校から、県立等への異動の場合は【組合員等番号変更】となります。
　短期組合員から一般組合員となりますので、上記書類の外に「年金加入期間等報告書」を提出してください。また、該当者が、小中学校から、県立等への異動の場合は【組合
員等番号変更】となります。

６．任用期間が延長となった等（Ｒ～Ｓの該当欄にチェック）

４．正職員及び再任用から、引き続き臨時講師等（Ｎ・Ｏの該当欄にチェック）

小・中学校➡県立等

会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)として採用

臨時的任用職員及び非常勤職員として新たに採用

会計年度任用職員(フルタイム)で12月を超えた者

※１

※２

※３

※３

※３

提出番号→

※４

※２

所属所異動（有・無）→ 有は❷の新旧所属所記入

所属所異動（有・無）

所属所異動（有・無）→ 有は❷の新旧所属所記入

所属所異動（有・無）→ 有は❷の新旧所属所記入

所属所異動（有・無）→ 有は❷の新旧所属所記入

令和８年３月～


